
 

 

 

 

 

 上板町が発注する測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札に参加する資格の審査を受けようと

する者は、次のとおり一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）を提

出してください。 

  

１． 提出期間：毎年２月１日～３月３１日までの２ヶ月間（期間中の土曜日並びに日曜、祝祭日を除く） 

※ 新規業者提出の場合は随時受付致します。 

２． 提 出 先：上板町役場 建設課 

 

３． 提出方法：持参又は郵送 

         ※持参の場合の受付時間は午前９時～午後４時３０分まで 

             （土曜日並びに日曜、祝祭日を除く） 

４． 有効期限：受付月の属する年の翌年５月末日まで 

 

Ｎo 提 出 書 類 一 覧 

１ 一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書（測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）※ 統一様式で可 

２ 登録証明書等  ※ 写し可 

３ 営業所一覧  ※統一様式で可 

４ 委任状（年間委任する場合） 

５ 使用印鑑届 

６ 法人の場合は商業登記簿謄本、個人の場合は身分証明書   ※ 写し可 

７ 納税証明書（ 写し可）及び町税等の納税状況調査同意書（代表者が町内に在住する場合） 

８ 財務諸表類 ※ 町内業者は不要  

９ 測量等実績調書（県様式を準用） 

10 職員数調（県様式を準用）  ※ 県内業者のみ 

11 技術職員名簿（県様式を準用）  ※ 県内業者のみ 

12 技術者経歴書（統一様式で可）  ※ 県外業者のみ 

13 業者カード ※写し可 

14 上板町暴力団排除に関する誓約書 

一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書 

（測量・建設コンサルタント等業務）の受付について   



 

 

 

５． 注意事項： 

・ 様式は国交省の様式または徳島県様式のどちらでも可能。 

・ 提出書類は上記一覧の順に綴じて提出すること。（指定は無いがファイル綴じが望ましい） 

・ 各証明書類は申請書提出時の直前３ヶ月以内の発行のものとする。 

 

 

６． 提出書類の詳細： 

  №７：納税証明書（写し可）について 

      《町内に営業所を有する者》 

       直前１年間における上板町が発行する法人町民税、固定資産税、軽自動車税等の納入状況

についての証明書、及び直前１年間における消費税及び地方消費税の納入状況についての税

務官署が発行する証明書を提出してください。 

 

      《代表者が町内に住所を有する者》 

       直前１年間における上板町が発行する町民税、固定資産税、軽自動車税等の納入状況につ

いての証明書を提出してください。 

 

      《町外業者》 

       直前１年間における法人税（又は所得税）、消費税及び地方消費税の納入状況についての

税務官署が発行する証明書を提出してください。 

       尚、非課税の場合も納税証明書は発行されますので提出してください。 

 

 

 

     

 

 

 問い合わせ先 

  徳島県板野郡上板町七條字経塚 42 番地 

  上板町役場 建設課  

    電話   088－694－6812 

    FAX   088－694－5903 

    E-mail  ke@kamiita.i-tokushima.jp 


